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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】カスタマイズモードを実行する場合に、不必要
な点火動作を行わないようにする加熱調理器を提供する
。
【解決手段】加熱・停止操作部の加熱開始の操作方向に
沿う操作位置を、制御部へ給電する第１操作位置に達し
、かつ、加熱を開始する第２操作位置に達しない規制位
置に規制する規制手段９３を備え、カスタマイズモード
を実行するときには、加熱・停止操作部を規制位置まで
操作することによって、制御部へ給電すると共に、加熱
を開始しないようにして、無駄なエネルギーの消費をな
くすようにしている。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加熱物を加熱する加熱部と、前記加熱部による加熱の開始および加熱の停止を指令す
るために操作される加熱・停止操作部と、前記加熱・停止操作部の操作に基づいて前記加
熱部による加熱の開始および加熱の停止を制御すると共に、前記加熱部による加熱を制御
する制御部とを備え、前記加熱・停止操作部の加熱開始の操作方向に沿って第１操作位置
で前記制御部への電源の供給を開始し、前記第１操作位置よりも前記操作方向に沿って更
に操作した第２操作位置で前記加熱部による加熱を開始する加熱調理器において、
　前記加熱・停止操作部の加熱開始の前記操作方向に沿う操作位置を、前記第１操作位置
に達し、かつ、前記第２操作位置に達しない規制位置に規制する規制手段を備え、
　前記規制手段は、前記加熱・停止操作部の前記操作位置を規制する規制作動状態と、前
記加熱・停止操作部の前記操作位置を規制しない規制解除状態とに切換可能である、
　ことを特徴とする加熱調理器。
【請求項２】
　前記加熱部による加熱に関する設定内容が記憶される記憶部を備え、
　前記制御部は、前記記憶部に記憶されている前記設定内容に基づく前記加熱部の制御が
可能であって、かつ、前記記憶部に記憶される前記設定内容を変更するカスタマイズモー
ドの実行が可能であり、
　前記カスタマイズモードの開始および終了のために操作されるカスタマイズモード操作
部を備え、
　前記規制手段は、前記カスタマイズモードでは、前記規制作動状態に切換えられるもの
であり、
　前記制御部は、前記加熱・停止操作部が、前記規制手段で規制される前記規制位置まで
操作されて、電源が供給されると、前記カスタマイズモード操作部によるカスタマイズモ
ードを開始させる操作に応答して、カスタマイズモードを開始する、
　請求項１に記載の加熱調理器。
【請求項３】
　前記カスタマイズモードにおいて、変更すべき前記設定内容を入力するために操作され
る入力操作部を備え、
　前記制御部は、前記カスタマイズモードを開始した後、前記カスタマイズモード操作部
によるカスタマイズモードを終了させる操作に応答して、前記入力操作部によって入力さ
れた設定内容を、変更された設定内容として前記記憶部に記憶させてカスタマイズモード
を終了する、
　請求項２に記載の加熱調理器。
【請求項４】
　前記加熱部による加熱時間を設定するために操作される時間設定操作部を備え、
　前記時間設定操作部を、前記カスタマイズモード操作部とする、
　請求項２または３に記載の加熱調理器。
【請求項５】
　前記規制手段による前記規制位置を第１規制位置とし、
　前記規制手段は、前記加熱・停止操作部の加熱開始の前記操作方向に沿う操作位置を、
前記第１操作位置に達しない第２規制位置に規制するものであり、
　前記規制手段は、前記加熱・停止操作部の前記操作位置を前記第１規制位置または前記
第２規制位置に規制する規制作動状態と、前記加熱・停止操作部の前記操作位置を規制し
ない規制解除状態とに切換可能である、
　請求項１ないし４のいずれかに記載の加熱調理器。
【請求項６】
　前記加熱部は、バーナを有し、前記加熱・停止操作部は、前記バーナの点火および消火
を指令するために操作される点消火操作具であり、
　前記点消火操作具は、前記バーナを消火状態とする「止め位置」から前記操作方向に沿
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って、前記バーナに燃料ガスを供給する「燃焼位置」、及び、前記バーナへの点火作動を
行う「点火位置」に操作可能であり、
　前記第２操作位置が、前記「点火位置」である、
　請求項１ないし５のいずれかに記載の加熱調理器。
【請求項７】
　前記第１操作位置に達し、かつ、前記第２操作位置である前記「点火位置」に達しない
前記規制位置が、前記「燃焼位置」に達しない操作位置である、
　請求項６に記載の加熱調理器。
【請求項８】
　前記規制手段は、操作される前記点消火操作具に当接して前記点消火操作具の操作位置
を規制する規制部と、該規制部を、前記点消火操作具の操作位置を規制する前記規制作動
状態と前記点消火操作具の操作位置を規制しない前記規制解除状態との各状態にそれぞれ
対応する各位置に切換えるために操作される切換操作部とを備える、
　請求項６または７に記載の加熱調理器。
【請求項９】
　前記規制部は、前記点消火操作具の操作位置を、前記第１操作位置に達し、かつ、前記
第２操作位置に達しない第１規制位置、及び、前記第１操作位置に達しない第２規制位置
にそれぞれ規制するものであり、
　前記切換操作部は、前記規制部を、前記点消火操作具の操作位置を前記第１規制位置に
規制する第１規制作動状態と、前記点消火操作具の操作位置を前記第２規制位置に規制す
る第２規制作動状態と、前記点消火操作具の操作位置を規制しない前記規制解除状態との
各状態にそれぞれ対応する３位置に切換え操作可能であり、
　前記切換操作部は、前記３位置の内、前記規制解除状態に対応する位置が、前記切換操
作部の切換え操作方向に沿う中間位置であって、この中間位置を挟んで、前記切換え操作
方向の両側が、前記第１規制作動状態及び前記第２規制作動状態にそれぞれ対応する位置
である、
　請求項８に記載の加熱調理器。
【請求項１０】
　並列して配設される複数の前記点消火操作具と、
　単一の前記規制手段とを備え、
　前記単一の規制手段が、前記複数の前記点消火操作具に共用される、
　請求項６ないし９のいずれかに記載の加熱調理器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガスコンロ等の加熱調理器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　加熱調理器、例えば、ガスコンロには、制御部へ電源を供給するための電源スイッチが
備えられていない機種がある。かかる機種においては、バーナによる加熱の開始と加熱の
停止を指令するための加熱・停止操作部としての点消火スイッチを点火操作することによ
って、制御部に電源が供給されると共に、バーナの点火が行われる。その後、例えば、火
力を調整するための操作などに応じて、バーナの火力調整などが行われる（例えば、特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－３５１２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところで、上記のようなガスコンロには、例えば、炊飯モードにおけるご飯の炊き上が
りの状態、あるいは、コンロ消し忘れ消火機能設定時間などのバーナによる加熱に関連す
る各種の設定内容を、工場出荷時の初期値から使用者の好みや使い勝手に応じて変更でき
る動作モード、いわゆる、カスタマイズモードが備えられている。
【０００５】
　かかるカスタマイズモードによって、設定内容を変更する場合には、先ず、ガスコンロ
を使用していない状態にし、次に、制御部に電源を供給してカスタマイズモードを開始す
る必要がある。
【０００６】
　上記のように電源スイッチが備えられておらず、加熱・停止操作部である点消火スイッ
チを点火操作して制御部に電源を供給する機種においては、点消火スイッチを点火操作す
る必要がある。このため、バーナに点火する必要がないカスタマイズモードにおいても、
通常の動作モードにおける点火操作と同様に、一旦バーナに点火され、その後、カスタマ
イズモードであることが制御部に認識されてバーナが消火される、あるいは、使用者自身
が消火操作を行ってバーナを消火するようにしている。
【０００７】
　このように加熱・停止操作部である点消火スイッチを点火操作して制御部へ給電する機
種では、カスタマイズモードを実行するためには、一旦点火して、その後消火するといっ
た不必要な点火動作が行われ、エネルギーが無駄に消費されるという課題がある。
【０００８】
　本発明は、上記のような点に鑑みてなされたものであって、カスタマイズモードを実行
する場合に、不必要な点火動作を行わないようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明では次のように構成している。
【００１０】
　（１）本発明の加熱調理器は、被加熱物を加熱する加熱部と、前記加熱部による加熱の
開始および加熱の停止を指令するために操作される加熱・停止操作部と、前記加熱・停止
操作部の操作に基づいて前記加熱部による加熱の開始および加熱の停止を制御すると共に
、前記加熱部による加熱を制御する制御部とを備え、前記加熱・停止操作部の加熱開始の
操作方向に沿って第１操作位置で前記制御部への電源の供給を開始し、前記第１操作位置
よりも前記操作方向に沿って更に操作した第２操作位置で前記加熱部による加熱を開始す
る加熱調理器において、
　前記加熱・停止操作部の加熱開始の前記操作方向に沿う操作位置を、前記第１操作位置
に達し、かつ、前記第２操作位置に達しない規制位置に規制する規制手段を備え、前記規
制手段は、前記加熱・停止操作部の前記操作位置を規制する規制作動状態と、前記加熱・
停止操作部の前記操作位置を規制しない規制解除状態とに切換可能である。
【００１１】
　本発明によると、カスタマイズモードを実行する場合には、規制手段を、加熱・停止操
作部の操作位置が、制御部への電源の供給を開始する第１操作位置に達し、かつ、加熱部
による加熱を開始する第２操作位置に達しない規制位置に規制する規制作動状態としてお
くことによって、加熱・停止操作部の操作位置が、前記規制位置に規制されることになる
。これによって、制御部へ電源を供給することができると共に、加熱が開始されることは
なく、この規制作動状態で、カスタマイズモードへ移行することができる。したがって、
従来のように、カスタマイズモードを開始するために、加熱部による加熱が開始されるこ
とがなく、無駄にエネルギーを消費することがない。
【００１２】
　また、加熱の開始および加熱の停止のために操作される加熱・停止操作部を操作して、
制御部に対するカスタマイズモード用の給電が可能であるので、制御部へ給電するための
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カタマイズモード専用の操作部を別途設ける必要がない。
【００１３】
　（２）本発明の好ましい実施態様では、前記加熱部による加熱に関する設定内容が記憶
される記憶部を備え、前記制御部は、前記記憶部に記憶されている前記設定内容に基づく
前記加熱部の制御が可能であって、かつ、前記記憶部に記憶される前記設定内容を変更す
るカスタマイズモードの実行が可能であり、前記カスタマイズモードの開始および終了の
ために操作されるカスタマイズモード操作部を備え、前記規制手段は、前記カスタマイズ
モードでは、前記規制作動状態に切換えられるものであり、前記制御部は、前記加熱・停
止操作部が、前記規制手段で規制される前記規制位置まで操作されて、電源が供給される
と、前記カスタマイズモード操作部によるカスタマイズモードを開始させる操作に応答し
て、カスタマイズモードを開始する。
【００１４】
　この実施態様によると、カスタマイズモードを実行する場合には、規制手段が規制作動
状態に切換えられるので、この規制作動状態で、加熱・停止操作部を操作して、加熱を開
始させることなく、制御部へ電源を供給することができ、カスタマイズモード操作部を操
作してカスタマイズモードを開始することができる。
【００１５】
　（３）本発明の一実施態様では、前記カスタマイズモードにおいて、変更すべき前記設
定内容を入力するために操作される入力操作部を備え、前記制御部は、前記カスタマイズ
モードを開始した後、前記カスタマイズモード操作部によるカスタマイズモードを終了さ
せる操作に応答して、前記入力操作部によって入力された設定内容を、変更された設定内
容として前記記憶部に記憶させてカスタマイズモードを終了する。
【００１６】
　この実施態様によると、カスタマイズモードでは、カスタマイズモード操作部を操作し
てカスタマイズモードを開始させ、入力操作部を操作して変更すべき設定内容を入力し、
更に、カスタマイズモード操作部を操作してカスタマイズモードを終了させなければ、記
憶部に記憶されている設定内容は変更されないので、不用意に記憶部の設定内容が変更さ
れるといったことがない。
【００１７】
　（４）本発明の他の実施態様では、前記加熱部による加熱時間を設定するために操作さ
れる時間設定操作部を備え、前記時間設定操作部を、前記カスタマイズモード操作部とす
る。
【００１８】
　この実施態様によると、加熱部による加熱時間を設定するために操作される時間設定操
作部を、カスタマイズモード操作部として兼用できることになり、カスタマイズモード操
作部を別途設ける必要がない。
【００１９】
　（５）本発明の他の実施態様では、前記規制手段による前記規制位置を第１規制位置と
し、前記規制手段は、前記加熱・停止操作部の加熱開始の前記操作方向に沿う操作位置を
、前記第１操作位置に達しない第２規制位置に規制するものであり、前記規制手段は、前
記加熱・停止操作部の前記操作位置を前記第１規制位置または前記第２規制位置に規制す
る規制作動状態と、前記加熱・停止操作部の前記操作位置を規制しない規制解除状態とに
切換可能である。
【００２０】
　この実施態様によると、規制手段は、加熱・停止操作部の操作位置を、制御部への電源
の供給を開始する第１操作位置に達し、かつ、加熱部による加熱を開始する第２操作位置
に達しない第１規制位置に規制することができる一方、
加熱・停止操作部の操作位置を、制御部への電源の供給を開始する第１操作位置に達しな
い第２規制位置に規制することが可能であり、この第２規制位置を、チャイルドロック用
の規制位置とすることができる。



(6) JP 2017-120171 A 2017.7.6

10

20

30

40

50

【００２１】
　（６）本発明の好ましい実施態様では、前記加熱部は、バーナを有し、前記加熱・停止
操作部は、前記バーナの点火および消火を指令するために操作される点消火操作具であり
、前記点消火操作具は、前記バーナを消火状態とする「止め位置」から前記操作方向に沿
って、前記バーナに燃料ガスを供給する「燃焼位置」、及び、前記バーナへの点火作動を
行う「点火位置」に操作可能であり、前記第２操作位置が、前記「点火位置」である。
【００２２】
　この実施態様によると、カスタマイズモードを実行するために、制御部に電源を供給す
るときには、規制手段が、規制作動状態に切換えられることによって、点消火操作具を、
第２操作位置である「点火位置」に達しない規制位置に規制するので、バーナに点火され
て加熱が開始されることがない。
【００２３】
　（７）本発明の他の実施態様では、前記第１操作位置に達し、かつ、前記第２操作位置
である前記「点火位置」に達しない前記規制位置が、前記「燃焼位置」に達しない操作位
置である。
【００２４】
　この実施態様によると、カスタマイズモードを実行するために、制御部に電源を供給す
るときには、規制手段が、規制作動状態に切換えられることによって、点消火操作具を、
「燃焼位置」に達しない規制位置に規制するので、バーナに燃料ガスが供給されることな
く、燃料ガスの遮断状態を維持することができる。
【００２５】
　（８）本発明の更に他の実施態様では、前記規制手段は、操作される前記点消火操作具
に当接して前記点消火操作具の操作位置を規制する規制部と、該規制部を、前記点消火操
作具の操作位置を規制する前記規制作動状態と前記点消火操作具の操作位置を規制しない
前記規制解除状態との各状態にそれぞれ対応する各位置に切換えるために操作される切換
操作部とを備える。
【００２６】
　この実施態様によると、点消火操作具に当接してその操作位置を規制する規制部の位置
を、切換操作部を操作して切換えることによって、点消火操作具の操作位置を規制する規
制作動状態と、点消火操作具の操作位置を規制しない規制解除状態とに切換えることがで
きる。
【００２７】
　（９）本発明の好ましい実施態様では、前記規制部は、前記点消火操作具の操作位置を
、前記第１操作位置に達し、かつ、前記第２操作位置に達しない第１規制位置、及び、前
記第１操作位置に達しない第２規制位置にそれぞれ規制するものであり、前記切換操作部
は、前記規制部を、前記点消火操作具の操作位置を前記第１規制位置に規制する第１規制
作動状態と、前記点消火操作具の操作位置を前記第２規制位置に規制する第２規制作動状
態と、前記点消火操作具の操作位置を規制しない前記規制解除状態との各状態にそれぞれ
対応する３位置に切換え操作可能であり、前記切換操作部は、前記３位置の内、前記規制
解除状態に対応する位置が、前記切換操作部の切換え操作方向に沿う中間位置であって、
この中間位置を挟んで、前記切換え操作方向の両側が、前記第１規制作動状態及び前記第
２規制作動状態にそれぞれ対応する位置である。
【００２８】
　第１規制位置は、点消火操作具の操作位置を、制御部への電源の供給を開始し、バーナ
による加熱を開始しない位置に規制するための位置であって、カスタマイズモード用の規
制位置とすることができる。
【００２９】
　第２規制位置は、点消火操作具の操作位置を、制御部への電源の供給を開始しない位置
に規制するための位置であって、チャイルドロック用の規制位置とすることができる。
【００３０】
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　この実施態様によると、切換操作部は、点消火操作具の操作位置を第１規制位置に規制
する第１規制作動状態と、第２規制位置に規制する第２規制作動状態と、操作位置を規制
しない規制解除状態との各状態にそれぞれ対応する３位置、すなわち、カスタマイズモー
ド用の規制位置と、チャイルドロック用の規制位置と、規制解除用の位置との３位置に切
換え操作可能である。
【００３１】
　更に、点火操作が可能な規制解除用の位置が、切換操作部の切換え操作方向に沿う中間
位置にある一方、カスタマイズモード用の規制位置及びチャイルドロック用の規制位置が
、規制解除用の位置を挟んで、その両側の操作端に位置しているので、チャイルドロック
がかかっている状態で、幼児が切換操作部を操作した場合、幼児は中間位置の規制解除用
の位置を越えて反対側の操作端であるカスタマイズモード用の規制位置まで操作しがちで
あり、点消火操作具を操作しても、バーナによる加熱が開始されない状態が維持される。
【００３２】
　（１０）本発明の他の実施態様では、並列して配設される複数の前記点消火操作具と、
単一の前記規制手段とを備え、前記単一の規制手段が、前記複数の前記点消火操作具に共
用される。
【００３３】
　この実施態様によると、複数の点消火操作具のそれぞれに規制手段を個別に備える場合
に比べて、部品点数及び組付け工程を節減することができ、コスト低減に有効となる。
【００３４】
　また、複数の点消火操作具を一挙に規制作動状態や規制解除状態に切換えることができ
るので、操作回数が少なくてすみ、取扱い操作性に優れたものとなる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、カスタマイズモードを実行する場合には、規制手段を、加熱・停止操
作部の操作位置が、制御部への電源の供給を開始する第１操作位置に達し、かつ、加熱部
による加熱を開始する第２操作位置に達しない規制位置に規制する規制作動状態としてお
くことによって、加熱・停止操作部の操作位置が、前記規制位置に規制されることになる
。これによって、制御部へ電源を供給することができると共に、加熱が開始されることは
なく、この規制作動状態で、カスタマイズモードへ移行することができる。したがって、
従来のように、カスタマイズモードを開始するために、加熱部による加熱が開始されるこ
とがなく、無駄にエネルギーを消費することがない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態のガスコンロの全体斜視図である。
【図２】図１のガスコンロの調理設定部の正面図である。
【図３】図１のグリル操作部の正面図である。
【図４】図１のガスコンロのコンロバーナの断面図である。
【図５】図１のガスコンロのコンロバーナおよびグリルバーナへのガス供給の説明図であ
る。
【図６】図１のガスコンロのガス弁ブロックの概略断面図である。
【図７】点消火ボタンとバルブ開閉状態との関係を示す要部の縦断面図である。
【図８】カスタマイドモードにおける設定項目及び設定内容にそれぞれ対応するタイマー
表示部の表示内容を示す図である。
【図９】カスタマイズモードにおける各部の作動を示すタイムチャートである。
【図１０】通常燃焼時における各部の作動を示すタイムチャートである。
【図１１】規制手段の別の実施形態を示す斜視図である。
【図１２】別の実施形態における点消火ボタン付近の正面図である。
【図１３】別の実施形態における規制手段の作動形態を示す概略平面図である。
【図１４】カスタマイズモードにおける各部の作動を示す別実施形態のタイムチャートで
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ある。
【図１５】規制手段のその他の実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の実施形態に係るガスコンロを説明する。本発
明の一実施形態のガスコンロとして、コンロ部とグリルとを備えたビルトイン型のガスコ
ンロ１について、添付図面に基づいて説明する。
【００３８】
　図１に示すように、ガスコンロ１の天面部を構成するトッププレート１１には複数の加
熱部２が設けてある。本実施形態では図１に示すように、向かって左側および右側に加熱
部２として高火力のコンロバーナ３１を備えたコンロ部２ａが設けてある。トッププレー
ト１１の上面には、各コンロバーナ３１を中心にして五徳２１が設けてあり、前記コンロ
バーナ３１と五徳２１と、点火装置２３及び点火検知装置２４（図５参照）とで、加熱部
２としてのコンロ部２ａが構成される。
【００３９】
　なお、点火装置２３は、入力回路（高圧トランスの１次側巻き線を含む）が一つに対し
て出力回路（高圧トランスの２次側巻き線）が各バーナの数だけ備えられ、一つの前記入
力回路への通電により各々の前記出力回路（高圧トランスの２次側巻き線）に高電圧が発
生し、各バーナの全てに点火用放電のための高電圧が供給される。
【００４０】
　各コンロ部２ａには、図４に示すように、五徳２１上に載置される調理容器を検知する
容器検知手段２５と、調理容器の下面の温度を検知する温度センサ２６とが設けてある。
容器検知手段２５は、ガスコンロ１に固定される支持部２５ａと、支持部２５ａに上下方
向に移動自在に支持される可動部２５ｂと、可動部２５ｂの上下位置を検知する検知スイ
ッチ２５ｃと、で構成される。可動部２５ｂは、ばね等の付勢手段（図示せず）により上
方に付勢され、その上端部は五徳２１よりも上方に突出する。この状態で五徳２１上に調
理容器が載置されると、可動部２５ｂの上端部が調理容器の下面によって押し下げられ、
可動部２５ｂの下動に伴い検知スイッチ２５ｃにより下動が検知され、制御部（図示せず
）に認識される。そして、可動部２５ｂの上端部に上記温度センサ２６が設けられ、調理
容器が五徳２１上に載置された時に調理容器の下面に当接して温度を検出し、検出温度は
上記制御部に認識される。
【００４１】
　また、ガスコンロ１には、図１に示すように、加熱部２としてのグリル２ｂが設けてあ
る。グリル２ｂは、ガスコンロ１の本体内の中央部に形成されるグリル庫と、グリル庫内
に設けられる加熱手段としてのグリルバーナ（図示せず）と、点火装置２３及び点火検知
装置２４とで構成され、グリル２ｂの前端は、ガスコンロ１の前面部１２に開口していて
グリル扉２８によって開閉自在に閉塞される。
【００４２】
　点火装置２３は、イグナイタ（図示せず）で発生させる高圧パルスにより、コンロバー
ナ３１及びグリルバーナの燃料ガスの吐出口に設けられる点火プラグに放電を起こさせて
点火するもので、イグナイタは上記制御部により制御される。
【００４３】
　点火検知装置２４は、コンロバーナ３１及びグリルバーナに設けられる熱電対からなる
もので、点火されると火炎の熱により発生する熱起電力が上記制御部に認識される。
【００４４】
　グリル扉２８の両側には、図１に示すように、グリル扉２８とともにガスコンロ１の前
面部１２を構成する前面パネルＰ１、Ｐ２が設けてあり、左側の前面パネルＰ１の上側に
は、左側のコンロバーナ３１を点火および消火するための点消火ボタン１４ａ（点消火操
作具）が設けてあり、右側の前面パネルＰ２の上側には、グリルバーナを点火／消火する
ための点消火ボタン１４ｂ（点消火操作具）、右側のコンロバーナ３１を点火／消火する
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ための点消火ボタン１４ｃ（点消火操作具）とが設けてある。これら点消火ボタン１４（
１４ａ～１４ｃ）が、加熱部２での加熱の開始および加熱の停止を行うために操作される
加熱・停止操作部となっている。また前面部１２を構成する前面パネルＰ１、Ｐ２には、
各加熱部２の加熱量を調節するために操作される火力調節レバー１５（１５ａ～１５ｃ）
が、それぞれ各点消火ボタン１４ａ～１４ｃの上方に設けてある。
【００４５】
　ガスコンロ１の左側の前面パネルＰ１の下側には、図２に示すように、コンロ用の調理
設定部７が設けられ、ガスコンロ１の右側の前面パネルＰ２の左下には、図３に示すグリ
ル用の操作部８が設けられている。また、ガスコンロ１の右側の前面パネルＰ２の右下に
は、上記制御部を構成するマイクロコンピュータの電源となる電池が収容される電池ケー
ス１３が設けられている。
【００４６】
　コンロ用の調理設定部７は、揚げもの、湯わかし、炊飯の自動調理のメニューを設定す
るための設定部や表示部を備えると共に、調理時間を設定するためのプラスキー７１ａ及
びマイナスキー７１ｂからなるタイマー入力部７１と、タイマー表示部７２とを備えてい
る。グリル用の操作部８は、加熱時間である調理時間を設定するためのプラスキー８１ａ
及びマイナスキー８１ｂからなるタイマー入力部８１及びタイマー表示部８２を備えてい
る。
【００４７】
　図５は、ガスコンロ１のコンロバーナ３１およびグリルバーナへのガス供給の説明図で
ある。また、図６は、各バーナへ燃料ガスの供給及び遮断を行うガス弁ブロック６の概略
断面図であり、図６は、後述するメイン弁が開かれている状態が示されている。なお、こ
のガス弁ブロック６はコンロバーナ３１及びグリルバーナに対して同一仕様となっている
。
【００４８】
　ガス弁ブロック６は、器具栓本体６０に、内部のガス流路６１と、ガス流路６１の上流
端となる導入口６１ａ及び下流端となる導出口６１ｂとが設けてある。内部のガス流路６
１には、上流側より安全弁６２用の弁孔、メイン弁６３用の弁孔が設けてある。メイン弁
６３用の弁孔の下流側は、大火用の流路６１ｃと小火用の流路６１ｄとが並列に設けてあ
り、大火用の流路６１ｃに大火力／小火力切替用のラッチ式電磁弁ＬＢ１用の弁孔が設け
てあり、小火用の流路６１ｄにラッチ式電磁弁ＬＢ２用の弁孔が設けてある。
【００４９】
　ラッチ式電磁弁ＬＢ１の弁孔の下流側と、ラッチ式電磁弁ＬＢ２の下流側に位置する小
火用オリフィスｏｆ２の下流側とで、大火用の流路６１ｃと小火用の流路６１ｄとが合流
し、さらにその下流側には、火力調節レバー１５と連動する流量制御弁６５用の弁孔が設
けてある。
【００５０】
　因みに、上述した容器検知手段２５により調理容器が検知されていない時に点消火ボタ
ン１４を操作した場合には、上記制御部によりラッチ式電磁弁ＬＢ１及びラッチ式電磁弁
ＬＢ２が閉止されて、加熱を開始しないようにする容器検知制御が行われるもので、五徳
２１上に調理容器が載置されていない場合にはコンロバーナ３１に炎が形成されないよう
に構成してある。
【００５１】
　また、ガス流路６１には、前記ラッチ式電磁弁ＬＢ１及びラッチ式電磁弁ＬＢ２を設け
た部分をバイパスするバイパス流路ＢＰが設けてあり、このバイパス流路ＢＰにバイパス
用オリフィスｏｆ１が設けてある。バイパス用オリフィスｏｆ１は、ガス弁ブロック６を
複数機種で共用するために設けられるもので、ガス弁ブロック６を他の機種への応用にお
いて使用する時には開口される場合があるが、本実施形態においては、バイパス用オリフ
ィスｏｆ１は閉塞体（図示せず）により閉塞されている。
【００５２】
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　火力調節レバー１５を中火から大火の間の位置に設定しておいたときに、ラッチ式電磁
弁ＬＢ１とラッチ式電磁弁ＬＢ２との開・閉の組み合わせに応じて、コンロバーナ３１の
火力が上記制御部により調整制御される。
【００５３】
　流量制御弁６５用の弁孔の下流側は、コンロバーナ３１にガスを供給するための導出口
６１ｂに至る。
【００５４】
　器具栓本体６０には、点消火ボタン１４に連動して作動する作動部材としてスライダ６
６が前後方向に移動自在、かつ、前方にバネ付勢して装備されている。スライダ６６は、
前端面が点消火ボタン１４により後方に押圧されることでバネ付勢力に抗して後退するよ
うになっている。
【００５５】
　点消火ボタン１４は、前後動自在に設けられるもので、前記点消火ボタン１４の指で押
される部分よりも上側の部分がコンロ本体側に枢支されて指で押される部分が前後動し、
スライダ６６の前端面を後方に押圧する。
【００５６】
　スライダ６６には、ガス弁ブロック６の下部に設けた周知構造のハート型カム機構９０
によって、図７（Ａ）～（Ｃ）に示すように、前方の「止め位置」（ａ）、最後方の「点
火位置」（ｂ）、及び、その少し前方の「燃焼位置」（ｃ）に切替え保持可能となってい
る。すなわち、図７に示すように、点消火ボタン１４を大きく押し操作することで、スラ
イダ６６がバネ付勢力に抗して「止め位置」（ａ）から「点火位置」（ｂ）に至り、点消
火ボタン１４の押し操作を解除すると「点火位置」（ｂ）から少し前方に付勢復帰して「
燃焼位置」（ｃ）に安定保持される。そして、点消火ボタン１４を再び大きく押し操作し
た後、押し操作を解除すると、スライダ６６は「燃焼位置」（ｃ）から一旦後方に移動さ
れた後、バネ付勢力で前方に移動して「止め位置」（ａ）に復帰するようになっている。
【００５７】
　また、器具栓本体６０には、スライダ６６の進退に伴って進退するバルブロッド６７が
前方へバネ付勢して組み込んであり、スライダ６６が「止め位置」（ａ）にある時には、
スライダ６６の後端とバルブロッド６７の前端とは間隙をもって対向している。つまり、
「止め位置」（ａ）にあるスライダ６６がバルブロッド６７の前端に当接するまでのスト
ロークが、メイン弁６３が閉じられた状態を維持する「遊びストローク」ｓとなっている
。
【００５８】
　また、バルブロッド６７の先端側はガス流路６１内に挿入され、その先端部は後方すな
わち下流側より上流側に向けて、メイン弁６３用の弁孔と安全弁６２用の弁孔とに挿通さ
れている。バルブロッド６７は、スライダ６６が「止め位置」（ａ）から「燃焼位置」（
ｃ）に切り替わる際、一旦「燃焼位置」（ｃ）よりも後方の「点火位置」（ｂ）に後退し
てから「燃焼位置」（ｃ）にまで前進するが、この「燃焼位置」（ｃ）に移動した時に、
安全弁６２用の弁孔を上流側より閉止している安全弁６２の弁体を上流側に移動させて、
安全弁６２用の弁孔を開放する。安全弁６２は電磁弁からなり、弁体が前方すなわち下流
側に前進することで安全弁６２用の弁孔を後方より閉止し、弁体が後方すなわち上流側に
後退することで安全弁６２用の弁孔を開放する。
【００５９】
　安全弁６２は、点火検知装置２４により火炎が検知されている場合にのみ上記制御部に
より開放状態が維持され、火炎が検知されなくなると上記制御部による開放状態の維持が
停止して閉止される。これにより、煮こぼれや風により立ち消えが起こって点火検知装置
２４の火炎が検知されなくなった場合に、燃料ガスの流出が防止される。また、温度セン
サ２６により検出された調理容器の下面の温度が所定の温度（例えば２５０℃）に達する
と、空焚きや焦げ付き等の異常が発生していると判定して、安全弁６２を閉止する。この
ように、安全弁６２、点火検知装置２４、温度センサ２６により異常検知手段が構成され
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ている。
【００６０】
　バルブロッド６７の途中には、メイン弁６３用の弁孔を開閉するメイン弁体が設けてあ
る。そして、図７（Ａ）に示すように、スライダ６６が「止め位置」（ａ）にある時には
、バルブロッド６７はスライダ６６から離反した自由状態にあり、メイン弁体がメイン弁
６３用の弁孔を後方より付勢閉止する。また、図７（Ｂ）に示すように、スライダ６６が
「点火位置」（ｂ）にある時には、スライダ６６によってバルブロッド６７が大きく後方
に当接移動され、メイン弁体がメイン弁６３用の弁孔より大きく後方に位置してメイン弁
６３用の弁孔を大きく開放する。また、図７（Ｃ）に示すように、スライダ６６が「燃焼
位置」（ｃ）にある時には、スライダ６６によってバルブロッド６７が少し後方に当接移
動され、メイン弁体がメイン弁６３用の弁孔より所定量だけ後方に位置してメイン弁６３
用の弁孔を所定の開度で開放する。
【００６１】
　流量制御弁６５用の弁孔は、火力調整用のニードル６５ａの前後方向の移動により開度
が自在に調節される。ニードル６５ａは、火力調節レバー１５を左右に移動操作すること
で開度の調節がなされ、火力調節レバー１５が右に行く程、燃料ガスの供給量が多くなる
ように調節される。
【００６２】
　点消火ボタン１４又はスライダ６６の位置によりＯＮ／ＯＦＦが切り替わる器具栓スイ
ッチ９１と点火器スイッチ９２とを設けてある。器具栓スイッチ９１は、スライダ６６が
前方の「止め位置」（ａ）に位置している時にはＯＦＦとなり、後方の「燃焼位置」（ｃ
）及び「点火位置」（ｂ）に位置している時にＯＮとなる。また、点火器スイッチ９２は
、スライダ６６が最後方の「点火位置」（ｂ）に位置している時にだけＯＮとなり、それ
より前方の位置ではＯＦＦとなる。
【００６３】
　コンロバーナ３１、グリルバーナの点火を行うには、点消火ボタン１４を押し操作して
、スライダ６６を「止め位置」（ａ）から「点火位置」（ｂ）に後退させる。スライダ６
６とともに後退したバルブロッド６７により、安全弁６２が開放されると共にメイン弁６
３が開放され、燃料ガスがコンロバーナ３１、グリルバーナに供給される。また、スライ
ダ６６が後退することにより、第１操作位置に達して器具栓スイッチ９１がＯＮとなり、
上記制御部への給電がＯＮとなって制御部が動作を開始する。そして、安全弁６２が開き
始めた時点で、第２操作位置である「点火位置」（ｂ）にまで後退したスライダ６６によ
って点火器スイッチ９２がＯＮとなり、制御部は、点火動作部のイグナイタを作動させて
点火プラグ放電を開始し、バーナの点火が開始される。
【００６４】
　点火動作によるバーナへの着火が点火検知装置２４で検知されたら、制御部は安全弁６
２を開放状態に保持し、バーナの点火を継続する。
【００６５】
　その後、点消火ボタン１４の押し操作を解除すると、スライダ６６は「点火位置」（ｂ
）より少し前方の「燃焼位置」（ｃ）にまで付勢復帰して安定保持され、バーナは引き続
き燃焼状態に維持される。
【００６６】
　点消火ボタン１４が押し操作されて加熱が開始されると、火力調節レバー１５を操作す
ることで、所望の火力が得られる。なお、左側のコンロバーナ３１を備えたコンロ部２ａ
の火力調節レバー１５は、該コンロ部２ａの操作部を操作して点火を行う時、操作部の操
作と連動して火力が中火力側に移動するようになっていて、点火時には中程度の火力とな
っている。
【００６７】
　また、バーナが燃焼している状態で点消火ボタン１４を再度大きく押し込んだ後、その
押し込みを解除すると、スライダ６６は「燃焼位置」（ｃ）から一旦後方に移動した後、
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「止め位置」（ａ）に付勢復帰してメイン弁６３が閉止し、バーナが消火される。
【００６８】
　そして、全ての点消火ボタン１４のスライダ６６を「止め位置」（ａ）にすると、各バ
ーナの全てのメイン弁６３が閉止して消火され、かつ、各バーナの全ての器具栓スイッチ
９１がＯＦＦになり、各バーナの安全弁６２が閉止すると共に、制御部は、給電状態を保
持するための電源保持信号の出力が停止し、これによって制御部への給電が終了する。
【００６９】
　次に、本実施形態のカスタマイズモードについて説明する。
【００７０】
　本実施形態のガスコンロ１には、例えば、炊飯モードにおけるご飯の炊き上がりの状態
などのバーナによる加熱に関連する各種の設定内容が、制御部を構成する上記マイクロコ
ンピュータの記憶部に記憶されており、この設定内容を、工場出荷時の初期値から使用者
の好みに応じて変更できる動作モードであるカスタマイズモードが備えられている。カス
タマイズモードによって、記憶部の設定内容が変更された後には、制御部は、変更された
記憶部の設定内容に基づいて、加熱等の制御を行う。
【００７１】
　かかるカスタマイズモードを実行する場合には、先ず、ガスコンロ１を使用していない
状態にし、次に、制御部に電源を供給してカスタマイズモードを開始する必要がある。
【００７２】
　本実施形態では、点火動作を行うことなく、カスタマイズモードを開始できるように、
次のように構成している。
【００７３】
　すなわち、本実施形態では、図７（Ｄ）に示すように、各点消火ボタン１４の内奥下部
に、各点消火ボタン１４の操作方向に沿う操作位置を規制する規制手段９３をそれぞれ配
備して点消火ボタン１４の押し込み方向、すなわち、操作方向への移動に制限を加えるこ
とができるようにしてある。
【００７４】
　この実施形態の規制手段９３は、点消火ボタン１４の下部の前後移動軌跡内に出退可能
な規制部９４を、コンロ前面から左右スライド移動操作可能に配備して構成したものであ
る。この規制部９４からは、コンロ前面に露出する切換操作部としてのロックレバー９４
ａが延出されており、ロックレバー９４ａを右方向に操作すると、規制部９４が点消火ボ
タン１４の前後移動を妨げない規制解除状態となり、ロックレバー９４ａを左方向に操作
すると、規制部９４が点消火ボタン１４の後方移動に制限を与える規制作動状態となる。
【００７５】
　この規制作動状態では、点消火ボタン１４の押し込み操作方向に沿う操作位置が、制御
部への電源の供給を開始する第１操作位置に達し、かつ、バーナによる加熱を開始する第
２操作位置に達しない規制位置に規制される。この規制位置は、カスタマイズモード用の
規制位置であり、後述の別実施形態における第１規制位置であり、この第１規制位置に規
制する規制作動状態が、別実施形態における第１規制作動状態である。
【００７６】
　カスタマイズモードに移行するに際しては、先ず、規制部９４のロックレバー９４ａを
左方向に操作して規制作動状態とし、この状態で点消火ボタン１４を押し込み操作する。
【００７７】
　点消火ボタン１４が少し押し込まれると、規制部９４の前端に、点消火ボタン１４の下
端部が当接されて、それ以上の後方への移動が規制される。この時、スライダ６６の後方
移動に伴って、上記制御部への電源の供給を開始する第１操作位置に達して器具栓スイッ
チ９１がＯＮされ、制御部への給電が開始される。
【００７８】
　詳述すると、点消火ボタン１４が押し込まれて規制部９４で当接規制された規制位置で
は、スライダ６６はメイン弁６３におけるバルブロッド６７の前端に当接しない上記「遊
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びストローク」ｓの範囲内の規制位置（ｄ）にあり、メイン弁６３が閉じられ、バーナへ
の燃料ガス供給が遮断された状態にあり、バーナの点火が開始される第２操作位置である
「点火位置」（ｂ）に達していない。
【００７９】
　このように点消火ボタン１４が押し込まれて規制部９４で当接規制された規制位置では
、メイン弁６３が閉じられているので、カスタマイズモードへ移行する際に、バーナへの
燃料ガス供給を的確に阻止することができる。
【００８０】
　そして、器具栓スイッチ９１が一旦ＯＮされると、点消火ボタン１４の押し込み操作を
解除してスライダ６６が「止め位置」（ａ）に復帰しても、制御部への給電によって、制
御部が、電源保持信号を出力して制御部への電源の供給状態が保持される。
【００８１】
　そして、制御部に給電された状態で、カスタマイズモードを開始及び終了させるために
操作するカスタマイズモード操作部としてのグリル用のタイマー入力部８１を操作する。
具体的には、使用者は、タイマー入力部８１のプラスキー８１ａ及びマイナスキー８１ｂ
を同時に３秒以上押し操作し、カスタマイズモードを開始する。
【００８２】
　カスタマイズモードが開始された後は、次のようにして設定項目を選択して設定内容を
変更する。
【００８３】
　すなわち、カスタマイズモードでは、図２に示されるコンロ用の調理設定部７のタイマ
ー表示部７２に、カスタマイズ用の設定項目が表示され、タイマー入力部７１のプラスキ
ー７１ａ、マイナスキー７１ｂを操作して設定項目を切り替える。
【００８４】
　各設定項目に対する設定内容は、図３に示されるグリル用の操作部８のタイマー表示部
８２に表示され、タイマー入力部８１のプラスキー８１ａ、マイナスキー８１ｂを操作し
て設定内容を変更する。タイマー入力部８１のプラスキー８１ａ、マイナスキー８１ｂは
、変更する設定内容を入力するために操作される入力操作部である。
【００８５】
　図８は、コンロ用のタイマー表示部７２に表示される設定項目に対応する表示内容、及
び、グリル用のタイマー表示部８２に表示される設定内容に対応する表示内容を示す図で
ある。
【００８６】
　この図８に示すように、変更しようとする設定項目が、消し忘れ消火時間の場合、工場
出荷時は１２０分に初期設定されている。使用者は、消し忘れ消火時間を変更しようとす
るときには、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキー７１ａ、マイナスキー７１ｂを
操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に、消し忘れ消火時間の変更に対応する「０１
」を表示させる。その後、グリル用のタイマー入力部８１のプラスキー８１ａ、マイナス
キー８１ｂを操作して、所望の消し忘れ消火時間に対応する数値を、グリル用のタイマー
表示部８２に表示させる。例えば、所望の消し忘れ消火時間が、６０分であれは、「６」
を表示させる。
【００８７】
　変更しようとする設定項目が、湯わかしモードの沸騰お知らせ時間である場合、工場出
荷時は標準に初期設定されている。使用者は、沸騰お知らせ時間を、例えば、早くしたい
と思うときには、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキー７１ａ、マイナスキー７１
ｂを操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に、湯わかしモードの沸騰お知らせ時間の
変更に対応する「０２」を表示させる。その後、グリル用のタイマー入力部８１のプラス
キー８１ａ、マイナスキー８１ｂを操作して、所望の沸騰お知らせ時間の「早め」に対応
する数値「１」を、グリル用のタイマー表示部８２に表示させる。
【００８８】
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　また、変更しようとする設定項目が、ごはんモード（もっちりごはんモード）の炊き具
合の場合、工場出荷時は標準に初期設定されている。使用者は、炊き具合を、例えば、「
やわらかめ」にしたいと思うときには、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキー７１
ａ、マイナスキー７１ｂを操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に、ごはんモード（
もっちりごはんモード）の炊き具合の変更に対応する「０３」（「０４」）を表示させる
。その後、グリル用のタイマー入力部８１のプラスキー８１ａ、マイナスキー８１ｂを操
作して、「やわらかめ」に対応する数値「１」を、グリル用のタイマー表示部８２に表示
させる。
【００８９】
　変更しようとする設定項目が、例えば、炊きこみごはんモードのおこげである場合、工
場出荷時は標準に初期設定されている。使用者は、おこげを、例えば、おこげを少なめに
したいと思うときには、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキー７１ａ、マイナスキ
ー７１ｂを操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に、炊きこみごはんモードのおこげ
の変更に対応する「０５」を表示させる。その後、グリル用のタイマー入力部８１のプラ
スキー８１ａ、マイナスキー８１ｂを操作して、「おこげ少なめ」に対応する数値「１」
を、グリル用のタイマー表示部８２に表示させる。また、例えば、おこげを、「おこげを
多め」にしたいと思うときには、「おこげ多め」に対応する数値「３」をグリル用のタイ
マー表示部８２に表示させる。
【００９０】
　変更しようとする設定項目が、小火から大火時の報知である場合、工場出荷時は報知「
有」（ＯＮ）に初期設定されている。使用者は、小火から大火時の報知をなくしたいと思
うときには、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキーキー７１ａ、マイナスキー７１
ｂを操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に、小火から大火時の報知に対応する「０
６」を表示させる。その後、グリル用のタイマー入力部８１のプラスキー８１ａ、マイナ
スキー８１ｂを操作して、報知「無」（ＯＦＦ）に対応する「ＯＦ」を、グリル用のタイ
マー表示部８２に表示させる。また、小火から大火時の報知を再度、「有」にしたいと思
うときには、報知「有」（ＯＮ）に対応する「ＯＮ」をグリル用のタイマー表示部８２に
表示させる。
【００９１】
　変更しようとする設定項目が、レンジフード連動運転機能の設定である場合、工場出荷
時は連動運転機能「有」（ＯＮ）に初期設定されている。使用者は、レンジフード連動運
転機能をなくしたいと思うときには、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキー７１ａ
、マイナスキー７１ｂを操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に、レンジフード連動
運転機能の設定に対応する「０７」を表示させる。その後、グリル用のタイマー入力部８
１のプラスキー８１ａ、マイナスキー８１ｂを操作して、連動運転機能「無」（ＯＦＦ）
に対応する「ＯＦ」を、グリル用のタイマー表示部８２に表示させる。また、レンジフー
ド連動運転機能を再度、連動運転機能「有」したいと思うときには、「ＯＮ」をグリル用
のタイマー表示部８２に表示させる。
【００９２】
　変更しようとする設定項目が音量の場合、工場出荷時は「中」に初期設定されている。
使用者は、例えば、音量を小さくしたいと思うときには、コンロ用のタイマー入力部７１
のプラスキー７１ａ、マイナスキー７１ｂを操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に
、音量の変更に対応する「０８」を表示させる。その後、グリル用のタイマー入力部８１
のプラスキー８１ａ、マイナスキー８１ｂを操作して、音量「小」に対応する数値「１」
を、グリル用のタイマー表示部８２に表示させる。また、例えば、音量を大きくしたいと
思うときには、音量「大」に対応する数値「３」をグリル用のタイマー表示部８２に表示
させる。
【００９３】
　上記のようにして、工場出荷時の初期値に限らず、使用者が変更設定した設定値を更に
変更設定することができる。
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【００９４】
　カスタマイズモードでそれまでに変更した設定項目の設定内容の全てを、初期設定に戻
したいと思ったときは、使用者は、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキー７１ａ、
マイナスキー７１ｂを操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に、全ての設定のリセッ
トに対応する「０９」を表示させる。その後、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキ
ー７１ａと、グリル用のタイマー入力部８１のプラスキー８１ａとを同時押しし、工場出
荷時の初期設定値に戻す。
【００９５】
　前回の故障情報を見たいと思った使用者は、コンロ用のタイマー入力部７１のプラスキ
ー７１ａ、マイナスキー７１ｂを操作して、コンロ用のタイマー表示部７２に、前回故障
情報に対応する「１０」を表示させ、コンロ用のタイマー表示部７２のお知らせ表示によ
り、前回の故障状態を把握する。例えば、コンロ用のタイマー表示部７２に、例えば、「
Ｅ１」が表示されていると、不着火で前回終了したと把握することができる。
【００９６】
　上記のようにして変更する設定内容の設定操作が完了すると、グリル用のタイマー入力
部８１のプラスキー８１ａ及びマイナスキー８１ｂを同時に３秒以上押し操作する。これ
によって、上記制御部は、変更した設定内容を、設定項目に対応させて記憶部に記憶させ
て登録し、カスタマイズモードは終了する。制御部は、電源保持信号の出力を停止して当
該制御部への電源の供給が遮断される。
【００９７】
　カスタマイズモードの開始後、どの操作部も操作されない無操作状態が３０秒間続くと
、制御部は、カスタマイズモードを終了し、電源保持信号の出力を停止して当該制御部へ
の電源の供給が遮断される。
【００９８】
　また、カスタマイズモードの開始後、何れかの点消火ボタン１４が点火操作されると、
制御部は、カスタマイズモードを終了する。
【００９９】
　以上のようにしてカスタマイズモードを終了した後は、制御部は、変更されて記憶部に
記憶された設定内容に基づいて、加熱処理等の制御を行なう。
【０１００】
　図９は、本実施形態のカスタマイズモードの作動状態を示すタイムチャートであり、図
１０は、カスタマイズモードが設定されていない通常の動作モード時の作動状態を示すタ
イムチャートである。
【０１０１】
　カスタマイズモードを開始するときには、上記のように、切換操作部であるロックレバ
ー９４ａを操作して規制手段９３を規制作動状態とし、これによって、点消火ボタン１４
の操作位置が規制される。このため、図９（ａ）に示されるように、点消火ボタン１４を
操作して器具栓スイッチをオンして、図９（ｂ）に示されるように、制御部に給電して制
御部を動作させることができるが、図９（ｄ），（ｅ）に示されるように、安全弁及びメ
イン弁は、閉じられた状態であって、図９（ｃ）に示されるように、点火器スイッチはオ
フのままである。
【０１０２】
　カスタマイズモードを終了する操作によって、カスイタマイズモードが終了し、その後
、制御部からの電源保持信号の出力が停止され、電源の供給が遮断されて制御部の動作が
停止する。
【０１０３】
　これに対して、カスタマイズモードでない通常の動作モードでは、ロックレバー９４ａ
は、カスタマイズモード用の位置から通常の動作モードの位置へ切換え操作され、規制手
段９３による規制を行わない規制解除状態とされている。このため、点消火ボタン１４の
操作位置は規制されず、点消火ボタン１４の操作位置に応じて、図１０（ａ），（ｂ）に
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示されるように、器具栓スイッチがオンされて制御部に給電されて制御部が動作を開始し
、図１０（ｄ），（ｅ）に示されるように、安全弁及びメイン弁が開いて燃料ガスが供給
され、図１０（ｃ）に示されるように、点火器スイッチはオンしてバーナによる加熱が開
始される。
【０１０４】
　また、点消火ボタン１４の消火操作によって、安全弁及びメイン弁が閉じて消火し、そ
の後、制御部からの電源保持信号の出力が停止され、電源の供給が遮断されて制御部の動
作が停止する。
【０１０５】
　次の本発明の別実施形態の規制手段９３を、図１１～図１３に基づいて説明する。図１
１は、規制手段９３の斜視図であり、図１２は、点消火ボタン付近の正面図であり、図１
３は、規制手段９３の作動形態を示す概略平面図である。
【０１０６】
　この実施形態の規制手段９３は、近接して並設された２つの点消火ボタン１４に対して
、単一の規制手段９３を共用した仕様に構成されている。図１に示す加熱調理器において
は、グリルバーナの点消火ボタン１４ｂと右側のコンロバーナ３１の点消火ボタン１４ｃ
を対象としている。
【０１０７】
　また、この実施形態の規制手段９３の基本構造は、上記した実施形態と同様であり、前
方に突設された切換操作部としてのロックレバー９４ａを摘んで規制部９４と共に、左右
にスライド操作することで、点消火ボタン１４の操作ストロークを当接規制するものであ
る。
【０１０８】
　ロックレバー９４ａは、図１２に示すように、左右の点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの下
方の中間位置に、左右方向へスライド操作可能に突設されている。
【０１０９】
　この実施形態では、ロックレバー９４ａは、操作方向である左右方向の中央位置が、バ
ーナの点火が可能な通常の動作モードの位置であり、左方向の操作端が、カスタマイズモ
ード用の位置であり、右方向の操作端が、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの操作を不能とす
るチャイルドロック用の位置である。
【０１１０】
　中央位置である通常の動作モードの位置は、規制手段９３による点消火ボタン１４ｂ，
１４ｃの規制を行わない規制解除状態に対応する位置である。
【０１１１】
　カスタマイズモード用の位置は、規制手段９３によって点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの
操作位置を、上記実施形態と同様にカスタマイズモード用の規制位置である第１規制位置
に規制する第１規制作動状態に対応する位置である。
【０１１２】
　チャイルドロック用の位置は、規制手段９３によって点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの操
作位置を、制御部への電源の供給を開始する第１操作位置に達しないチャイルドロック用
の規制位置である第２規制位置に規制する第２規制作動状態に対応する位置である。この
チャイルドロック用の第２規制位置は、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの押し込み操作を、
実質的に不能とする位置である。
【０１１３】
　規制部９４は、図１１に示すように、点消火ボタン１４を枢支するパネル下方の固定部
９５に、操作方向である左右方向にスライド移動可能に嵌合支持されている。規制部９４
の上部には、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの並列間隔と同一の間隔をもって一対の当接規
制部９６が突設されている。他方、各点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの背面下端部には、左
右方向に所定間隔をもって二つの当接部９７ａ、９７ｂが、その後端位置を前後方向に異
ならせて設けられると共に、これら当接部９７ａ、９７ｂの間には、後方向きに開放され



(17) JP 2017-120171 A 2017.7.6

10

20

30

40

50

た凹部９８が形成されている。
【０１１４】
　この構成によると、図１３（ａ）に示すように、規制部９４が、ロックレバー９４ａの
左右方向の中間である中央位置にある時、すなわち、バーナの点火が可能な通常の動作モ
ードの位置にある時には、両点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの凹部９８が、規制部９４の当
接規制部９６にそれぞれ対向した位置にある。この状態では、両点消火ボタン１４ｂ，１
４ｃは、規制部９４による当接規制を受けることなく大きく押し込み操作することができ
、それぞれで点消火操作を行うことができる規制解除状態となる。
【０１１５】
　図１３（ｂ）に示すように、規制部９４のロックレバー９４ａを、右方向（レンジ正面
から見て）にその操作端までスライド操作すると、規制部９４は、チャイルドロック用の
位置となる。
【０１１６】
　このとき、規制部９４の各当接規制部９６が、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの後方への
突出が大きい一方の当接部９７ａに、殆ど隙間なく近接対向した位置にある。この状態で
は、規制部９４の当接規制部９６と、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの当接部９７ａとの当
接によって、両点消火ボタン１４ｂ，１４ｃは、止め位置からの押し込み操作が不能な規
制作動状態となる。
【０１１７】
　このときの点消火ボタン１４ｂ，１４ｃは、規制手段９３によって、その操作位置が、
制御部への電源の供給を開始する操作位置である第１操作位置に達しないチャイルドロッ
ク用の第２規制位置に規制されており、規制手段９３は、第２規制作動状態となっている
。
【０１１８】
　また、 図１３（ｃ）に示すように、規制部９４のロックレバー９４ａを、左方向（レ
ンジ正面から見て）にその操作端までスライド操作すると、規制部９４は、カスタマイズ
モード用の位置となる。このとき、規制部９４の当接規制部９６が、点消火ボタン１４ｂ
，１４ｃの後方への突出が小さい他方の当接部９７ｂに、小さい隙間をもって対向した位
置にある。この状態では、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの当接部９７ｂが、規制部９４の
当接規制部９６に当接するまでの小さいストロークだけ各点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの
押し込み操作が可能となる。従って、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃのいずれか一方を、規
制部９４による規制位置まで押し込み操作することによって、操作された点消火ボタン１
４ｂ、あるいは、１４ｃに対応するスライダ６６が、後方移動されて制御部への電源の供
給を開始する操作位置である第１操作位置に達し、器具栓スイッチ９１がＯＮされて制御
部への給電が開始されてカスタマイズモードへの移行が可能となる。
【０１１９】
　このときの点消火ボタン１４ｂ，１４ｃは、規制手段９３によって、その操作位置が、
制御部への電源の供給を開始する第１操作位置に達し、バーナの点火が開始される第２操
作位置に達しないカスタマイズモード用の第１規制位置に規制されており、規制手段９３
は、第１規制作動状態となっている。
【０１２０】
　このように本実施形態では、ロックレバー９４ａを、カスタマイズモード用の左方の操
作端、点火操作が可能な通常の動作モードの中央位置、あるいは、チャイルドロック用の
右方の操作端のいずれかの位置に切換え操作することによって、点消火ボタン１４ｂ，１
４ｃの操作位置をカスタマイズモード用の第１規制位置に規制する第１規制作動状態、点
消火ボタン１４ｂ，１４ｃの操作位置が規制されない規制解除状態、あるいは、点消火ボ
タン１４ｂ，１４ｃの操作位置をチャイルドロック用の第２規制位置に規制する第２規制
作動状態に切換えることができる。
【０１２１】
　カスタマイズモードに対応する第１規制作動状態では、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃの



(18) JP 2017-120171 A 2017.7.6

10

20

30

40

50

押し込み操作方向に沿う操作位置が、制御部への電源の供給を開始する第１操作位置に達
し、かつ、バーナによる加熱を開始する第２操作位置に達しない第１規制位置に規制され
るので、制御部へ電源を供給することができると共に、バーナによる加熱が開始されるこ
とはなく、この第１規制作動状態で、カスタマイズモードへ移行することができる。
【０１２２】
　本実施形態では、点火操作が可能な通常の動作モードの位置が、ロックレバー９４ａの
切換え操作方向である左右方向の中間である中央位置にある一方、カスタマイズモード用
及びチャイルドロック用の各位置が、中央位置を挟んで、その両側の左右の操作端にある
ので、チャイルドロックがかかっている状態で、幼児がロックレバー９４ａを左方へ操作
した場合、幼児は点火操作が可能な中央位置を越えて左方の操作端であるカスタマイズモ
ード用の位置まで操作しがちであり、点消火ボタン１４ｂ，１４ｃを押し込み操作しても
、バーナによる加熱が開始されない状態が維持される。
【０１２３】
　［その他の実施形態］
　（１）上記実施形態の規制手段９３は、点消火ボタン（点消火操作具）１４に直接に規
制をかけるようにしているが、ガス弁ブロック６のスライダ６６の作動を規制するように
して規制手段を構成することも可能である。
【０１２４】
　（２）点消火操作具を回転ノブ方式のものに構成して実施することも可能である。
【０１２５】
　（３）上記実施形態では、規制手段９３によって後方移動規制されたスライダ６６が、
バルブロッド６７に当接しない一定位置、つまり、メイン弁６３を開放しない「遊びスト
ローク」の範囲内に在るようにしているが、スライダ６６が「遊びストローク」ｓを若干
越えた位置、つまり、図１４のタイムチャートの（ｅ）に示すように、バルブロッド６７
が若干後方へ当接移動されてメイン弁６３が少し開かれ、かつ、安全弁が閉じられた状態
にあるようにしてもよい。
【０１２６】
　これによると、メイン弁６３が若干開いても、実質的にはガス流路が遮断され、バーナ
へ燃料ガスが不要に供給されることはない。また、規制手段による規制位置を設ける範囲
に融通ができ、規制手段を設計する上での自由度が大きくなる。
【０１２７】
　（４）規制部９４を３位置に切換える別実施形態の規制手段９３としては、図１５に示
すように、点消火ボタン１４に単一の当接部９７を突設するとともに、規制部９４に、前
端位置が前後方向に異なる２つの当接規制部９６ａ，９６ｂを、前記当接部９７が通過で
きる横幅の凹部９９を挟んで設ける構造としても、上記別実施形態と同様に機能させるこ
ともできる。
【符号の説明】
【０１２８】
　１　　　　ガスコンロ
　２　　　　加熱部
　１４　　　点消火ボタン
　７１　　　コンロ用のタイマー入力部
　８１　　　グリル用のタイマー入力部
　８１ａ　　プラスキー
　８１ｂ　　マイナスキー
　６２　　　安全弁
　６３　　　メイン弁
　９３　　　規制手段
　（ａ）　　止め位置
　（ｂ）　　点火位置
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　（ｃ）　　燃焼位置
　（ｄ）　　規制位置
　９３　　　規制手段
　９４　　　規制部
　９４ａ　　ロックレバー
　９６　　　当接規制部
　９６ａ　　当接規制部
　９６ｂ　　当接規制部
　９７　　　当接部
　９７ａ　　当接部
　９７ｂ　　当接部

【図１】

【図２】

【図３】
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